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議事日程（一般質問日） 令和元年９月１８日 午前９時開議 

 日程第 １ 一般質問について 

 日程第 ２ 議案第３５号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２

号）について 

 日程第 ３ 議案第３６号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補

正予算（第１号）について 

 日程第 ４ 議案第３７号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

補正予算（第１号）について 

 日程第 ５ 議案第３８号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予

算（第２号）について 

 日程第 ６ 議案第３９号 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第 ７ 議案第４０号 木曽岬町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の

制定について 

 日程第 ８ 議案第４１号 木曽岬町職員定数条例の一部を改正する条例の制定につい

て 

 日程第 ９ 議案第４２号 木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正す

る条例の制定について 

 日程第１０ 議案第４３号 木曽岬町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第１１ 議案第４４号 木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運

営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定

について 

 日程第１２ 議案第４５号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算

認定について 

 日程第１３ 議案第４６号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計

歳入歳出決算認定について 

 日程第１４ 議案第４７号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会

計歳入歳出決算認定について 

 日程第１５ 議案第４８号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入

歳出決算認定について 

 日程第１６ 議案第４９号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入

歳出決算認定について 

 日程第１７ 議案第５０号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別

会計歳入歳出決算認定について 
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 日程第１８ 議案第５１号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会

計歳入歳出決算認定について 

 日程第１９ 議案第５２号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定

について 

 日程第２０ 報告第 ４号 平成３０年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資

金不足比率の報告について 

本日の会議に付した事件 

 議事日程と同じ 

出席議員（８名） 

     １番  鎌 田 鷹 介 君      ２番  伊 藤 厚 紀 君 

     ３番  加 藤 眞 人 君      ５番  服 部 芙二夫 君 

     ６番  三 輪 一 雅 君      ７番  伊 藤 律 雄 君 

     ８番  中 川 和 子 君      ９番  伊 藤 好 博 君 

欠席議員（０名） 

議場出席説明者 

 町     長 加 藤   隆 君   副  町  長 森   清 秀 君 

 教  育  長 山 北   哲 君   総務政策課長        伊 藤 啓 二 君 

 危機管理課長        小 島 裕 紹 君   会 計 管 理 者        服 部 孝 龍 君 

 産 業 課 長 平 松 孝 浩 君   建 設 課 長 内 山 幸 治 君 

 住 民 課 長 山 田 克 己 君   福祉健康課長        松 本   大 君 

 税 務 課 長 藤 井 光 利 君   教 育 課 長 伊 藤 正 典 君 

事務局出席職員 

    事務局長  白 木   悟     議会事務局  渡 辺 千 智 

＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝＝ 

                            午前 ９時 ０分開議   

○議長（伊藤律雄君） 皆様、おはようございます。 

 議員の皆さんには、諸般何かと御多用のところ、御出席を賜り、厚く御礼申し上げます。

また、加藤町長を初め執行部の皆様とも御出席をいただき、ありがとうございます。 

 さて、令和元年第３回定例会は９月５日より開催されまして、本日は一般質問日でござ

います。この後、行われます一般質問並びに議案質疑に際しまして、慎重な審議を尽くし

ていただきますようお願い申し上げまして、開会の御挨拶といたします。 

 ただいまの出席議員数は８名です。よって、定足数に達しておりますので、直ちに本日

の会議を開きます。 

 本日、議事日程は、既にお手元に配付のとおりでございます。 

日程第１ 一般質問について 
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○議長（伊藤律雄君） 日程第１、一般質問についてを行います。 

 一般質問の通告を受けておりますのは、 

① １番議席 鎌田 鷹介 君 

② ８番議席 中川 和子 君 

③ ２番議席 伊藤 厚紀 君 

④ ３番議席 加藤 眞人 君、以上４名の方でございます。 

 一般質問の発言の順序は、定例会開会日の議会運営委員長の報告のとおり、受け付け順

に発言していただきます。 

 なお、質問内容は、簡潔、明瞭にお願いいたします。 

 それでは、初めに、１番議席、鎌田鷹介君の質問を許します。 

 登壇の上、お願いいたします。 

○１番（鎌田鷹介君） 議長、１番。 

○議長（伊藤律雄君） １番議席、鎌田鷹介君。 

○１番（鎌田鷹介君） 改めまして、おはようございます。 

 １番議席の鎌田鷹介でございます。 

 通告書の内容に従いまして、質問させていただきます。 

 １点目に、ＳＤＧｓについてですが、国連の持続可能な開発目標が２０１６年にスター

トして４年目を迎えました。ＳＤＧｓとは、２０３０年までの社会課題解決のために国際

社会が達成すべき１７の目標、１６９のターゲットから構成されるものであり、日本を含

めた国連加盟１９３カ国が署名しており、日本政府はＳＤＧｓ達成に向けた取り組みを積

極的に推進しています。 

 まず、２０１６年５月に持続可能な開発目標推進本部を設置し、同年１２月にはＳＤＧ

ｓ実施指針を策定し、８つの優先課題と具体的施策を提示しました。さらにＳＤＧｓ実施

指針の取り組みを具体化するために、２０１７年１２月にＳＤＧｓアクションプラン２０

１８を策定し、その後、２０１８年６月に拡大版ＳＤＧｓアクションプラン２０１８、２

０１８年１２月にＳＤＧｓアクションプラン２０１９、２０１９年６月には、まち・ひと・

しごと創生基本指針２０１９と、半年ごとにその内容を拡充していきました。政府は、豊

かの活力である、誰ひとり取り残さない社会を実現するため、日本ならではのＳＤＧｓモ

デルを構築し、国際社会に発展することを目指しています。 

 ＳＤＧｓアクションプランには、２０１８年版以来、日本のＳＤＧｓモデルの中核の３

本柱として、企業の取り組みの支援、次世代女性支援が掲げられています。ＳＤＧｓはあ

くまで政府にとっての目標であり、企業や自治体からすれば取り組みを行う義務はないも

のの、日本のＳＤＧｓモデルの要素である企業と自治体のＳＤＧｓに関する取り組みをめ

ぐるそれぞれの状況を比較すると、達成のための役割や貢献が期待されている点では全く

同じ立場です。 
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 ＳＤＧｓ達成に向けた地域の役割の重要性においては、国連が２０１５年に採択した成

果文書においても、政府と公共団体は、地方政府、地域組織、国際機関、学級組織、慈善

団体、ボランティア団体、その他の団体と密接に実施に取り組むと明記されています。 

 ＳＤＧｓの１７の目標の中では、自治体行政との関連が強く、特に目標１１の住み続け

られるまちづくりでは地域レベルの取り組みが主体となるものが考えられますが、ほかの

目標においても自治体の取り組みが期待されています。 

 自治体によるＳＤＧｓの推進は、日本版ＳＤＧｓモデルを構築するためにも重視されて

います。政府は、ＳＤＧｓ達成に取り組む都道府県市区町村の割合を２０２０年度に３０％

にする目標を設定しておりますが、内閣府調べでは、２０１８年１１月時点で取り組みを

行っている自治体の比率は５％しかありません。現在、三重県では、組織レベルの取り組

みを行っており、また、自治体としては、津市、いなべ市、志摩市などとなっております。 

 まず、１点目に、ＳＤＧｓの１７番目のゴール、パートナーシップは、政府、民間セク

ター、市民社会、国連機関を含む多様な関係者が参加するグローバルなパートナーシップ

により実現を目指すことですが、この側面から地方創生にとってＳＤＧｓの必要性をどう

捉えているのか、お聞きいたします。 

 ２点目に、今まで当町の各種取り組みでも持続可能なまちづくりを意識されていますが、

改めて他自治体などの取り組みを踏まえ、第５次総合計画やまち・ひと・しごと創生総合

計画にもＳＤＧｓを導入すべきと考えますが、町長の考える持続可能な木曽岬町とＳＤＧ

ｓ導入についてお聞きいたします。 

○議長（伊藤律雄君） １番議席、鎌田鷹介君の質問に対し、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 改めて、皆さん、おはようございます。 

 連日猛暑が続いていたかと思えば、急に涼しくなったりというようなことで、９月は季

節の変わり目でございます。体調管理に十分気をつけたいものだと思っております。 

 ９月２６日、当町を襲った伊勢湾台風、昭和３４年の台風第１５号でございました。こ

としの台風１５号は、御案内のように、千葉県を初め関東地方に大きな被害をもたらし、

とりわけ農作物を初め大きな被害が出ておるところでございますが、特に今回は長期にわ

たる停電が今なお続いておりまして、被災地の皆さん方に心からのお見舞いを申し上げる

とともに、１日も早い復旧、復興を願うところでございます。 

 さて、令和元年の第３回木曽岬町議会定例会が９月５日に開会されまして、今期定例会

には、補正予算案及び条例の一部改正案、平成３０年度の各会計の決算などを御審議願っ

ているところでございますが、本日は一般質問日を迎え、今期定例会には４人の議員の方

から通告いただいております。それぞれ誠意を持って御答弁申し上げますので、よろしく

お願いいたします。 
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 それでは、まず、先ほどの１番議席、鎌田鷹介議員のＳＤＧｓについての御質問に対し

て御答弁を申し上げます。 

 議員御質問のＳＤＧｓでございますが、２０１５年９月の国連サミットで採択されたも

のでございまして、世界全体の経済、社会及び環境の３側面における持続可能な開発を総

合的な取り組みとして推進することを目標といたしておりまして、国連加盟国１９３カ国

が２０１６年から２０３０年の１５年間で達成するために掲げた１７の目標と１６９の施

策が設定され、この進捗状況を図るために約２３０の指標も設定されております。 

 日本政府でも、２０１６年の５月に総理を本部長とした持続可能な開発目標、ＳＤＧｓ

推進本部会合が設置され、我が国におけるＳＤＧｓの取り組みが発表されまして、あわせ

て、地方における推進も通知されております。 

 御質問の１点目の地方創生にとってＳＤＧｓの必要性についてでございますが、地方創

生が少子高齢化に歯どめをかけ、地域の人口減少と地域経済の縮小を克服し、将来にわた

って成長力を維持することを目標としていることから、地方公共団体におけるＳＤＧｓ達

成に向けた取り組みは地方創生の実現にも資するものでございまして、その必要性を強く

認識いたしているところでございます。 

 現在、国において、第２期まち・ひと・しごと創生総合戦略の策定が進められておりま

すが、この第２期では、ＳＤＧｓを原動力とした地方創生が重点施策に加えられることが

公表されておりますし、三重県においても令和２年度からのみえ県民力ビジョン第３次行

動計画の策定に向けて、令和の時代に留意すべき新しい概念としてＳＤＧｓ、持続可能な

開発目標を視点に取り入れることが公表されております。 

 次に、御質問の２点目の持続可能な木曽岬町とＳＤＧｓの導入についてでございますが、

１点目でも申し上げたように、ＳＤＧｓの取り組みは地方創生の実現にもつながるものだ

と認識いたしております。当町においては、昨年度に第５次の総合計画後期基本計画を策

定いたしたところでございますが、この後期計画においては、平成２８年度に策定した木

曽岬町人口ビジョン総合戦略の検証も踏まえまして、分野別に総合戦略の内容を踏まえた

戦略プログラムを組み込んで策定いたしたものでございます。 

 総合戦略は、当町の人口に関する目指すべき将来の方向の実現に向けて、長期に取り組

むべき施策と位置づけいたしておりまして、本計画にＳＤＧｓが掲げる１７の目標全てを

組み込んだものではございませんが、ＳＤＧｓに掲げる質の高い教育や安全な水とトイレ

の確保、住み続けられるまちづくりなどの目標施策は、当町の総合戦略の施策とも重なっ

ておりますことから、長期に取り組んでまいりたいと考えております。 

 ＳＤＧｓの取り組みに対しては県内市町でも取り組んでおられることから、今後は、国

や県、市町の情報や動向に十分注視をしながら、町の施策に反映していきたいと考えてお

ります。 

 以上のことを申し上げ、鎌田議員のＳＤＧｓについての御質問に対する答弁とさせてい
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ただきます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○１番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） １番議席、鎌田鷹介君。 

○１番（鎌田鷹介君） ＳＤＧｓについてはまだまだなじみがない状況ですが、今後、推

進していくには、津市、いなべ市市町のように、自治体ホームページで取り上げるなど、

住民の方や企業の方に知っていただくことがまず必要と考えますが、当町としてはどうい

うふうに取り組んでいかれるのかをお聞きいたします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 鎌田議員の再質問でございますが、具体的にどのような取り組み

方を考えているのかということでございますが、担当の総務政策課長のほうから説明させ

ていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 御質問いただきましたＳＤＧｓでございますが、議員指

摘のとおり、近隣の市町でも、既に管内ではいなべ市を先頭に取り組んでいっていただい

ておる市町もございます。 

 これに向けては、現在、先ほどの本答弁でもございましたように、三重県の中でも第３

次行動計画に推進すべき項目として、来年度以降、進められていくということも公表され

ておりますし、また、これを受けて、三重県のほうでは県下の全市町に対してこれを県と

市町の共同連携協議の課題項目としても取り上げて、今後、調整並びに調査を推進すべき

として、また、今後、さらにそれを進めた上で、各市町の行動計画、総合計画にも取り入

れて進めていくように推進されております。 

 現在、私どもでは、現行の総合計画は、先ほど本答弁でもございましたとおり、昨年度、

確定させていただきましたが、これについてもＳＤＧｓが目標とする施策は一部は今重な

る部分がございます。しかし、さらにこれを拡大して周知していくためには、議員の指摘

のとおり、皆様方にまずこれを知っていただくということも必要かと思いますので、今後

はホームページの状況においても、こういった問題をどのように取り組んでいくかという

ことは発信をさせてもらいたいと思います。 

 現在、管内においても、先ほど申しましたように、県と市町の共同連携項目の中で、桑

名管内における桑名市、いなべ市、東員町、木曽岬においても、ＳＤＧｓの取り組みにつ

いての調査というものをこれから進めようということで進んでおりまして、具体的には、

いなべ市は既に早い段階で御自分の中で発信されておりますし、東員町も次期総合計画の

策定に向けてＳＤＧｓをどのように取り組んでいくかということが調査されております。 
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 私どもといたしましても、こういった市町などの取り組み状況とあわせまして、今、私

どもでこうした中でどういったことで何ができるのか、また、何をやっていかなきゃなら

ないのか、さらには、本答弁でもありましたように、私どもが地方創生事業で進めました

総合戦略、これの実現のためにもＳＤＧｓとの部分については多く重なる部分もございま

すので、そういったことも踏まえながら調査して発信していきたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○１番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君。 

○１番（鎌田鷹介君） ありがとうございました。 

 次に、２点目の質問に移りたいと思います。 

 ２点目に、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインについてお聞きいたしま

す。 

 近年、一般企業においては、働き方改革による働き手の負担軽減を目指す活動が盛んに

行われるようになってきました。一方で、多忙が問題視されている教員は、ＯＥＣＤの国

際教員指導環境調査によると、日本の教員の１週間当たりの勤務時間は、参加国平均３８．

３時間を大きく上回る参加国最長の５３．９時間で、このうち教員が授業の指導に回った

と回答した時間は、参加国平均の同程度です。一方、課外活動の指導時間が特に長く、参

加国平均２．１時間に対し７．７時間という結果が出ました。 

 このように、日本の教員の１週間当たりの勤務時間は参加国最長であり、正規の勤務時

間が４２時間３０分に対して、過労死ラインと言われる週当たりの在校時間が６０時間を

超える教員は、小学校で３７．４％、中学校で６８．２％という長時間労働の実態が明ら

かになりました。 

 そのような状況下で、長時間労働の一因である部活動を改善する、運動部活動のあり方

に関する総合的なガイドラインがスポーツ庁より出されました。これは部活動の休養日を

今まで以上に設けることや外部指導員、新たに制度化された部活動指導員を部活動に採用

することで、教員の部活動による負担を減らしていこうというものです。 

 外部指導員を導入することは、生徒にとって質の高い部活動を展開する機会を与えるこ

とができ、また、地域のすぐれた人材を採用することで地域に密着した学校部活動を行う

ことができるなど、多くのメリットが存在すると考えています。 

 まず、１点目に、外部講師やボランティアの配置は部活動の活性化だけではなく、教員

の負担軽減にもつながりますが、積極的に採用し、生徒の部活動の選択肢をふやしてはど

うか、２点目に、木曽岬中学校の部活動のあり方に関する方針は、国と三重県が定めたガ

イドラインに沿ったものになっているか、３点目に、当町の定めた方針について、生徒、

保護者、顧問の声はどうなのかをお聞きいたします。 
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○議長（伊藤律雄君） １番議席、鎌田鷹介君の質問に対し、教育長、御答弁を願います。 

○教育長（山北 哲君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 山北教育長。 

○教育長（山北 哲君） それでは、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン

についての質問に対して御答弁を申し上げます。 

 議員御案内のように、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインは、平成３０

年３月にスポーツ庁が策定したものでございまして、学校の運動部活動改革に向けた具体

的な取り組みについて示すものであると理解しております。 

 当ガイドラインは、教員の運動部活動へのかかわり方や、学校と地域が協働した形での

地域におけるスポーツ環境整備に言及するなど、近年の運動部活動を取り巻く諸課題につ

いて触れられていることも特色の１つであると捉えております。 

 そこで、１つ目の御質問ですが、外部講師やボランティアの配置は部活動の活性化だけ

でなく教員の負担軽減にもつながるが、積極的に採用し、生徒の部活動の選択肢をふやし

てはどうかについてでございますが、議員御案内のように、これまでも木曽岬町としては

平成９年度ぐらいから部活動の技術指導員は町単独で配置させていただいて、学校のクラ

ブ運営の支援をしてまいりました。 

 これは、学校の教員というのは教科配当、国語とか数学とか理科とかという、きちっと

教科が仕組まれるように、どんな免許を持っているかによって教員の配当がなされてきま

す。そんな中で、学校としては部活動は幾つかありますけれども、それぞれの教員がその

部活動に経験があったり、指導に精通したりということはなかなか難しいので、学校とし

ては苦慮するわけです。そういうようなことで、木曽岬町としては、これまで主には柔道

については指導者がなかなか免許と一致せずに配当されてこなかったという経緯がありま

して、町単独でやってまいりました。 

 県のほうとしても、そういうような状況について要望を上げていく中で、平成２７年度

からは運動部活動指導の工夫・改善支援事業というのを立ち上げました。その事業を木曽

岬町としては受けながら積極的に外部指導員を活用して、指導方法や指導体制の改善を図

ってきているというのが現状です。 

 さらに突っ込んで言うならば、技術指導だけでとどめるのではなくて、今、議員さんが

おっしゃったように、完全に顧問として位置づけて、例えば引率をしたり、あるいは練習

計画を立てたり、総合的に子どもの相談に乗ったりとかという、全く学校の顧問がやるよ

うな、肩がわりをするようなことを国としてはそういう人が見つかれば支援していきまし

ょうというんですけれども、この辺のところ、木曽岬でも人選をしているんですけれども、

なかなか難しいような状況であります。今は単なる技術指導をお願いしているということ

になります。 

 専門的な技術指導を仰ぐことで、競技力の向上はもちろん、生徒が主体的に運動部活動
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に臨む姿が見られるなど成果は得られております。また、そのことによって教員の負担軽

減につながっているということは言うまでもございません。 

 しかしながら、現在の外部指導員の役割は、先ほども申しましたけれども、学校の方針

に沿って技術指導の一翼を担っていただくことを基本としていますので、運動部活動中の

けがや事故に備えまして教員、顧問との連携は十分やっていくことは不可欠でございます。 

 加えまして、今後の生徒数の減少は教員の定数にも影響してくることでございますので、

選択肢をふやすということよりも、設置する運動部活動の数の適正化を図っていくことが

木曽岬町としては現状の大きな問題であると捉えております。 

 今後は、生徒が運動部活動を行う機会が失われることのないように、複数の学校による

合同チームの積極的な活用や、総合的地域スポーツクラブとの連携のあり方を研究してま

いりたいと考えております。 

 次に、２つ目の御質問ですが、木曽岬中学校の部活動のあり方に関する方針は、国と三

重県の定めたガイドラインに沿ったものになっているのかについてでございますが、スポ

ーツ庁の運動部活動のあり方に関する総合的なガイドライン並びに三重県教育委員会の三

重県部活動ガイドラインの策定にあわせまして、昨年度、桑名郡市部活動ガイドライン改

訂委員会を開催し、現行ガイドラインの見直しを図ってまいりました。 

 これを受けまして、木曽岬町部活動運営方針を策定させていただきましたので、木曽岬

中学校の部活動指導方針につきましても、国や三重県の内容を踏まえたものとなっており

ます。 

 最後に３点目ですが、当町の定めた方針について、生徒、保護者、顧問の声はどうなの

かについてでございますが、木曽岬町部活動運営方針では、部活動の意義、本町が目指す

部活動の姿、また、策定の趣旨などを丁寧に説明させていただいております。また、生徒

や教員の生活の負担にも配慮したものとなっておりますので、これまでに御批判の声はい

ただいておりません。おおむね好意的に捉えていただいているのではないかと考えており

ます。 

 以上のことを申し上げ、運動部活動のあり方に関する総合的なガイドラインについての

御質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤律雄君） １番議席、鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○１番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君。 

○１番（鎌田鷹介君） 国がガイドラインを定めたことによって活動時間や休養日などが

従来とは大きく変わった点が多いと思うんですけれども、先ほど技術面ではいろいろ連携

を図っているというふうに御答弁いただいたんですが、各部活動の時間面や休養日などの

管理体制は万全にちゃんと行われているのかどうかをお聞きいたします。 

○教育長（山北 哲君） 議長。 
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○議長（伊藤律雄君） 山北教育長。 

○教育長（山北 哲君） 再質問については担当課長のほうから御答弁いたします。 

○教育課長（伊藤正典君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 教育課長。 

○教育課長（伊藤正典君） まず、木曽岬町のガイドラインでございます。 

 ガイドラインの中には、１週間のうちどれだけ部活をやるか、また、それが何時間かと

いうことは定めております。具体的でいいますと、１週間のうち２日は部活動の休養日を

設けると。また、その２日の中では土日１日を休みなさいということになってございます。

また、時間については、平日は２時間程度、休日は４時間程度ということで、ガイドライ

ンの中には示されております。 

 この中で部活は基本的にやってもらうことになりますが、どうしても試合の前、特に中

体連というような大きな大会の前には部活動を、試合も入ってきますので、そのようなと

きにはこれに沿ったものでないときもありますが、できるだけ休養がとれないときには振

りかえて、自主に休むとかということを徹底させていただいておるような状況でございま

す。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。 

○１番（鎌田鷹介君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君。 

○１番（鎌田鷹介君） ありがとうございました。 

 以上で、私からの質問、終わらせていただきます。 

○議長（伊藤律雄君） 続きまして、８番議席、中川和子君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いいたします。 

○８番（中川和子君） 議長、８番。 

○議長（伊藤律雄君） ８番議席、中川和子君。 

○８番（中川和子君） 皆さん、おはようございます。 

 今年度第３回の定例会に通告した一般質問をさせていただきます。 

 まず、関東地方に上陸した台風１５号で被災された、特に千葉県の皆さんにお見舞いを

申し上げます。初動体制のおくれが指摘される中、国、東電には総力を挙げていただき、

一刻も早い復旧を望みます。 

 さて、今回１つ目の質問事項については、先般の議会運営委員会で町長から去年もやっ

たやないかという指摘を受けましたが、昨年は質問と答弁がかみ合わずに終わったことを

私としては反省しておりますので、今回再び取り上げさせていただきました。 

 では、入らせていただきます。 

 表現の自由について。 
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 ことしの夏、あいちトリエンナーレ展の企画の１つ、「表現の不自由展・その後」が開

始後わずか３日間で開催中止に追い込まれました。日本だけでなく、世界にまで日本での

表現の自由のあり方が問われているところです。 

 昨年の夏、当町での原爆パネル展示にあわせた紙芝居『はだしのゲン』上演に関して、

教育委員会としては内容を見て判断し、上演の許可はできないとされました。しかし、こ

れは憲法第２１条第２項で禁じている検閲に当たるのではないでしょうか。 

 ２点目ですが、確かに『はだしのゲン』の漫画は図書館にも学校にも配置をされており

ます。それゆえ、特定の書籍の排除ではないので、表現の自由の侵害には当たらないとの

昨年の答弁でありました。しかし、漫画はよくて紙芝居はだめというのでは、納得ができ

ません。紙芝居演者の表現の自由、紙芝居を見る見ないの自由は保障されないのでしょう

か。 

 ３点目です。 

 昨年、教育長が紙芝居『はだしのゲン』は原爆による被害の描写が過激であり、物事を

総合的に捉え判断する力がまだ十分でない子どもにとって過激な描写だけが印象に残るな

ど、与える影響が大きいのでふさわしくないと考え、紙芝居上演を不許可としたと答弁さ

れました。しかしながら、それは児童の権利に関する条約に照らした上でのことでしょう

か。 

 以上、３点についてお尋ねをいたします。 

○議長（伊藤律雄君） ８番議席の中川和子君の質問に対し、教育長、御答弁を願います。 

○教育長（山北 哲君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 山北教育長。 

○教育長（山北 哲君） ８番議席、中川和子議員の表現の自由についての御質問に対し

て答弁を申し上げます。 

 １つ目の紙芝居『はだしのゲン』が上演不許可になったことは憲法第２１条第２項で禁

じられている検閲に当たるのではないかという御質問につきましては、昨年９月にも御同

様な御質問をいただきまして御答弁を申し上げたとおり、『はだしのゲン』は原爆による

被害の描写が過激であり、子どもたちが上演後に思いもよらない描写場面に遭遇したとき

に過剰に恐怖心を煽ることにもなりかねません。仮にそのような状況になった場合に、そ

の後の成長過程に大きな影響を与えることが十分予想されることから、図書館での上演に

際しては慎重に判断せざるを得なかったと考えております。 

 上演不許可に至った経緯を御理解いただくとともに、あくまでも子どもたちへ与える影

響に最大限配慮した措置でございますので、憲法第２１条の表現の自由の侵害や検閲に当

たるとは考えておりません。 

 ２つ目の紙芝居演者の表現の自由と紙芝居を見る見ないの自由の保障についての御質問

につきましては、『はだしのゲン』という作品の紙芝居による上演不許可の理由につきま
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しては、先ほど申し上げたとおりでございます。したがいまして、紙芝居演者の表現の自

由、紙芝居を見る見ないの自由は十分に保障しつつも、今後も子ども目線で見たときに紙

芝居の作品としてふさわしいかどうかの判断は必要になってくると考えております。 

 ３つ目の紙芝居『はだしのゲン』の上演にかかわる判断は、児童の権利に関する条約に

照らした上でのことでしょうかの御質問につきましては、これまで申し上げてきたとおり、

紙芝居として上演することによる子どもたちへ与える影響を最大限に配慮したものであり

ますので、議員御案内の児童の権利に関する条約の４つの原則のうちの子どもにとって最

もよいことを第一に考えさせていただいたということでございます。 

 以上のことを申し上げ、表現の自由の御質問に対する答弁といたします。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 昨年と同様の答弁しかいただけないのが少し残念ですが、私は、

去年は憲法第２１条１項のところだけを申し上げて、２項の検閲のところには触れており

ませんので、検閲に関してはどのように考えておられるのかを答弁いただきたいと思いま

す。 

 それから、昨年の場合、私が『はだしのゲン』の紙芝居をやりたいと申し上げてから、

その返事をいただけるまでにかなりの期間を要しました。なぜそんなに期間があったのか

とお聞きしましたところ、町長決裁まで行ったということでした。この件に関してですが、

町長決裁にはいろんな事項があるのですが、どこの事項に当たるのでしょうか。 

 それから、教育委員会というのは行政から独立した機関だと私は考えていますが、町長

決裁まで行った理由を教えていただきたいと思います。 

 それから、図書館でやるものに関しては管理者が決めるということがありますが、それ

が内規にあるのでしょうか。よろしくお願いします。 

○教育長（山北 哲君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 山北教育長。 

○教育長（山北 哲君） ただいまの４点にかかわっての再質問ですが、担当課長のほう

から御答弁をさせていただきます。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤教育課長。 

○教育課長（伊藤正典君） まずは、憲法の第２項の検閲の部分でございます。 

 検閲の部分につきましても、私どもも専門家に確認をさせていただいております。紙芝

居『はだしのゲン』につきましては、各所で上演させておる、また、書籍も販売されてい

るということでありますので、検閲には当たらないということでございました。 

 その上で、今回、図書館で上演するということですので、公共の場でもあり、偶然来館

した子どもたちに不快を与えるようなことがあれば教育上についても問題があるというこ
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とで、今回は配慮をさせていただきまして、不許可ということでさせていただいておりま

すので、御了承願います。 

 ２点目ですが、『はだしのゲン』、町長決裁まで行ったがというようなことでございま

した。上演をするかしないかにつきましては、教育委員会のほうで決定させていただいて

おるところでございます。しかしながら、１つの公共施設の中でそういったことをやって

いくやらないということの判断を町長まで報告したというようなことだったと認識してお

ります。 

 ３点目、管理者が許可をするような内容がどこに書かれているかということでございま

すが、内容につきましては、木曽岬町の町立図書館の設置及び管理に関する条例の中の第

７条に入館の制限というのがございます。その中の６号の中で、その他、管理上必要があ

ると認められるものにつきましては館長が判断することになっておりますので、この点に

ついても館長の判断でということでございます。 

 以上、３点だったと思いましたが。 

○教育長（山北 哲君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 山北教育長。 

○教育長（山北 哲君） 先ほど再質問４点ということで、私、申しましたけれども、３

点でございますので、失礼しました。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 検閲の捉え方が私と教育委員会のほうで違うので、第１項の表現

の自由は、これを不当に侵害してはならないの捉え方も、去年も違うなと感じたんですが、

今回も検閲の捉え方が非常に違うのではないかなと。事前に内容を把握して、それで判断

するというのは私は検閲に当たると思うんですが、先ほど専門家に聞いて、各地でも上演

させているので検閲には当たらないという御答弁でしたが、専門家とはどのような方をお

っしゃるのか。 

 各地で上演させているのに、うちの場合は小さな子どもたちが偶然見るかもしれないの

でやることはできないと、公共施設でやるときにはこういう判断をしたということは、町

内の公共施設では今後、図書館は小さなお子さんがいらっしゃるかもしれないのでできな

いかもしれないということなんですけれども、じゃ、木曽岬町の公共施設でも今後『はだ

しのゲン』はやらせてはいただけないということですか。 

○教育課長（伊藤正典君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤教育課長。 

○教育課長（伊藤正典君） 再質問３点かと思われます。 

 まず、専門家の話ですが、専門家とは弁護士の方にも検閲についての解釈を、私どもの
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考えている解釈で正しいかというような確認をさせていただいておるところでございます。 

 ２件目、各地でということでございますが、一般的に『はだしのゲン』の紙芝居は上演

されているものということで私どもも認識しておりますので、各地でやられていると。今

回につきましては、図書館という特殊なところ、特にうちのような小さい図書館でやるの

には少し御遠慮いただいたと、許可できないというような判断をしたところでございます。 

 ３点目、公共施設ではできるかということですが、今回は図書館ということに限って上

演不許可ということをさせていただきました。それぞれ木曽岬町が持っております公共施

設でやる場合につきましては、管理者がその都度考えるということになるかと思います。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 図書館、小学校、中学校にも、漫画が配置をされております。先

ほどの質問や答弁と重なるかもしれませんが、漫画の本は置いてあるので表現の自由の侵

害には当たらない、なぜ漫画はよくて紙芝居はだめなのか。漫画を全１０巻読んでいただ

くとわかりますが、非常に政治色の濃いものになっていて、いっときは図書館の開架から

閉架に移されるような事件、事故とか、そういうのも起こりました。 

 しかし、ここでは図書館、それから、小学校、中学校にも置かれています。紙芝居に関

しても、たまたまここの図書館にはありませんが、他の図書館には、愛知県図書館は数年

前に行ったときには開架に置いてありました。ほかの図書館は古いという理由で閉架に置

かれているところが多いです。 

 そういうことも踏まえまして、再度確認いたしますが、紙芝居演者の表現の自由、それ

から、紙芝居を見る見ないの自由は保障されるかどうかということをお聞きしたいと思い

ます。 

 子どもの目から見て最大限ふさわしいかどうかで判断をしたと言いますが、本当にそれ

が子ども目線になっているのかどうか。それは大人の判断だけではなくて、やってみない

とわからないということもあると思うんですが、いかがでしょうか。 

 それと、うちの図書館は小さい図書館ですので、小さい子どもたちにお話をするお話の

部屋はあるんですが、もっと大きいところですと大人向けの公演ができたり、大人向けの

ものをできる場所があるんですが、当町にはないので、ぜひほかの図書館以外のところで

も今後積極的にやっていく方向で考えていただきたいと思います。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君に申し上げます。 

 答弁、要りますか。 

○８番（中川和子君） お願いします。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤教育課長。 
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○教育課長（伊藤正典君） 表現の自由の確保という場面かと思います。 

 今回は図書館での紙芝居の上演については、小さい子どもたちに十分配慮した形で上演

の不許可という形になっております。図書館での上演は不許可というところだけでござい

ます。紙芝居全てを不許可にしたわけではございません。そのことから、表現の自由につ

きましては確保されているということで認識しております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、御理解できましたですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 議長から、今、理解できたかと言われましたが、なかなか理解に

も苦しむところであります。 

 それで、３点目の子どもにとってふさわしくない、これ、子どものというか、児童の権

利に関する条約にかかわって質問させていただきますが、第１３条では、子どもに「表現

の自由についての権利」と「あらゆる種類の情報及び考えを求め、受け及び伝える自由」

を保障しています。同条第２項は、この保障が除外されるのは法律の定め、かつ、次の目

的に必要とされるものに限るとして、「他の者の権利又は信用の尊重」、「国の安全、公

の秩序又は公衆の健康若しくは道徳の保護」としています。このことに関して本件が除外

要件に該当しているとお考えでしょうか。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤教育課長。 

○教育課長（伊藤正典君） 子どもの権利条約第１３条には表現の自由がうたわれており

ます。 

 しかしながら、権利条約の中には、第３条に特に子どもにとって最もよいことを大人は

しなきゃいけないということが書かれてございます。紙芝居、見る方もいれば、見たくな

い子どもも中にはいると思います。そういう子どもたちをいかに私たちが守ってやるかと

いうところが大人の責任であるということで考えておりますので、子どもの権利条約に掲

げましては、第３条の子どもにとって最もよいことを今回は考えたことによるものでござ

いますので、御了承願いたいと思います。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 子どもにとっての最善の利益は何なのかという、ここであえて議

論はしませんが、紙芝居『はだしのゲン』を見せないことが子どもにとって最もよいこと

で守ることという答弁には納得できません。 

 それから、当町の第３次子ども読書活動推進計画の中に、地域における子ども読書の現
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状、こども園、それから小学校ではそれなりの取り組みがされておりますが、中学生、高

校生の貸し出し冊数が少ないと。図書館の利活用で、中高生に成長してからの読書習慣の

定着につなげていく課題が挙げられております。 

 私としては、紙芝居『はだしのゲン』は……。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、質問以外でございますので、通告します。 

○８番（中川和子君） いいえ、これは関連しているんですけど。 

○議長（伊藤律雄君） 関連じゃないです。 

○８番（中川和子君） 関連です。 

○議長（伊藤律雄君） 議長命令です。 

○８番（中川和子君） なぜそこで笑うんですか、町長が。 

 ２０１３年から始めた紙芝居『はだしのゲン』全５巻一挙上演もことしの夏で３０回を

迎えました。恒例の愛知サマーセミナーでは、中学１年生の男子が漫画よりおもしろかっ

たと言ってくれました。そういう言葉を支えに、これからも活動していきたいし、こちら

でもやらせていただきたいと考えております。 

 紙芝居は、日本独自の文化であり、演劇同様、非日常空間を子どもたちが生き、想像力

の翼を広げるのに格好のものだと考えております。また、平和というものを次世代に伝え

ていく大きな手段であるとも考えております。 

 表現の自由は、憲法で保障された基本的人権の中でも最も重く扱われるものと定義され

ています。そして、第１２条にある「この憲法が国民に保障する自由及び権利は、国民の

不断の努力によつて、これを保持しなければならない。」とあるとおり、これからも認め

ていただける努力を重ねていくことを申し上げ、次の質問に移ります。 

 次の質問ですが、表題が旧南部幼稚園・保育園跡地となっておりますが、跡地を消して

いただいてよろしいでしょうか。議会運営委員会のときに御指摘いただいてそのまま残っ

てしまったようなので、よろしくお願いいたします。 

 では、２つ目の質問です。 

 旧南部幼稚園・保育園の施設改修にかかわってです。 

 当町には、未就園児のための子育てサロンが福祉教育センターに開設されていますが、

他の催しと場所を共有しているため、十分な活動が保障されていません。また、こども園

の幼稚園に該当する子どもさんたち、平日は午後２時の降園以降、夏休み期間など、上の

子どもさんがいると使いにくいというようなこと、行くところがなく、仕方なく町外に出

ざるを得ないということも保護者の方からお聞きしています。 

 ７月の議員全員協議会で旧南部幼稚園・保育園施設の改修計画が出されてきましたが、

上記のようなことも鑑み、ぜひ子どもの居場所づくりもあわせた改修計画を取り入れてい

ただきたいと考えますが、いかがでしょうか、当局の見解を求めます。 

○議長（伊藤律雄君） １番議席、中川和子君の質問に対し、町長、御答弁願います。 
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○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの中川議員２点目の旧南部幼稚園・保育園の

施設改修についての御質問に対して御答弁を申し上げますが、先ほど中川議員通告の題目

が保育園跡地となっておるのを省くと、取るとおっしゃって、施設改修にかかわってとた

しか御発言をいただきましたが、議運の場においては施設改修についてと訂正されたと受

けとめておりますので、申し上げておきたいと思います。 

 それでは、御答弁を申し上げます。 

 未就園児の子育て支援の一環で、事業実施をいたしております子育てサロンの開設状況

でございますが、月曜日は午前と午後、火曜日から金曜日は午前中に実施しておりまして、

子どもの安全性及び保護者の安心感を考慮いたしまして、福祉教育センター集会室全体を

使用しております。 

 幼稚園児の降園後の過ごし方につきましては、月曜日は保護者と同伴を条件に、子育て

サロンを利用することは可能であり、夏休み期間中は、こども園において一定の期間で夏

期預かり保育を実施いたしております。 

 旧南部幼稚園・保育園の改修計画につきましては、本年の７月２５日に開催いただきま

した町議会全員協議会で報告させていただいたとおり、有効な施設利用の協議を重ねてま

いりまして、地域福祉の充実及び強化を目的に、町民が集える地域交流施設を新たに事業

展開する方針を固めているところでございまして、町民のライフスタイルの多様化による

さまざまなニーズを踏まえた、多くの世代の方々が気軽に、そして、安心して過ごしてい

ただけるような環境づくりを計画いたしておりますので、御理解のほどを賜りますようよ

ろしくお願い申し上げ、中川議員の旧南部幼稚園・保育園の施設改修についての御質問に

対する御答弁とさせていただきます。御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 福祉教育センターの子育てサロンですが、月曜日は一日、火曜か

ら金曜は午前、それから幼稚園の夏期預かり、それはもちろん承知しておりますし、保護

者の方も承知をしていらっしゃる上で、私は直接サロンにいらっしゃるお母さん方からこ

のような声をお聞きしました。 

 なので、子育てサロンのあり方について、今後どうしていくのかという答弁をいただい

ていないのでお願いしたいんですが、旧南部幼稚園・保育園の改修にかかわっては、図面

にもあるんですが、地域交流室と多目的室があるんですが、説明で伺ったところでは大人

のみの方の使用なのかなって、私の勘違いであれば教えていただきたいと思うんですが、

幼稚園・保育園の跡地なので遊具もまだあると思いますし、園庭、砂場も使用可なので、



 - 52 - 

子どもさんと親御さんがそこを使用するには適した施設だと思いますし、うちは児童館が

ありません。児童館があると１８歳未満の子どもたちもこういうところに来られて、青少

年の育成の場ができるのではないかと思います。 

 ですので、社会福祉施設の改修となっているので、児童センターの機能をあわせ持った

ものもできないでしょうかということをお聞きしたいと思います。 

○議長（伊藤律雄君） 答弁をお願いします。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 中川議員の再質問でございますが、それぞれ具体的な御質問、御

発言がございましたけれども、基本的には先ほど申しましたように、去る７月の全員協議

会において具体的な計画内容についても説明をさせていただいたと認識しておりますが、

それぞれの質問に対して、福祉健康課長のほうから説明させていただきますので、よろし

くお願いいたします。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） まず、子育てサロンの今後の運営の内容についてなんで

すが、子育てサロンの内容としましては、子育ての悩みや不安に対応するためにお母さん

と保護者等に、そういうような支援体制を充実させるために子育てサロンというのは実施

のほうをされております。 

 今は集会室全体を月曜日は一日、火曜日から金曜日は午前中という形で実施しておるわ

けなんですが、今は継続的に保護者の方も利用していただいている中で、やはりいろいろ

子育ての悩みとかそういうことを常駐している保育士のほうにも相談しながら事業のほう

を実施しておりますので、今後も引き続き、集会室のほうで子育てサロンは継続的に続け

ていく必要があると考えております。 

 次に、南部幼稚園・保育園のほうの施設のことなんですが、今言われたとおり、遊具は

確かにもともと南部幼稚園・保育園でしたので遊具があります。今後、社会福祉施設とし

て利用していくに当たっても、今の計画では、この遊具は残した形での利用を考えており

ます。 

 改修につきまして、７月２５日の議会の全員協議会のほうでも説明したとおり、多世代、

高齢者に限らず多くの世代、全ての方が気軽に集える・過ごせる場所を提供するというこ

とでの施設の改修計画を進めておりますので、もちろん高齢者だけではなくて、児童生徒

の方も気軽に過ごしていただけたらというふうに考えております。 

 以上です。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 
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○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 子ども世代から高齢者世代まで、交流拠点施設と考えてよろしい

んでしょうかね。その中で、児童センターのような機能もあわせ持つと理解してよろしい

でしょうか。 

 それから、当町では公共施設の長寿命化計画がつくられておりますが、中部より南部の

ほうは若干新しい施設とはなっておりますけれども、町の公共施設長寿命化計画ですと、

あと数年で大規模改修が要るというようなことになっておるとは思うんですが、その関係

で今回の施設改修と大規模改修についての関連性を教えてください。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 長寿命化の計画のほうは確かに計画として策定はしてお

りますが、今回、中部との統合もあわせた形での施設は、南部の施設が空き施設というこ

ともありまして、今まで施設の改修計画の協議を重ねてきました。 

 そういう中で、今回、社会福祉協議会が移転してデイサービスの事業と、あと、地域交

流の場を設けた形で改修するということの計画で協議を進めてきましたので、御理解いた

だきたいと思います。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） ですので、町の公共施設の長寿命化計画を踏まえての改修と考え

てよろしいですか。それですと、大規模改修になるのでそれなりの予算もつけなければい

けませんし、そういう方向で見ていけばよろしいですか。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 長寿命化の計画も踏まえた上での改修を今進めている状

況ですので、そのあたりも含めて改修の工事の計画をしております。 

○議長（伊藤律雄君） よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） もう一点だけ確認ですが、多世代交流ということで、児童館がな

いんですが、児童センター機能もあわせ持つということというか、最後に確認したいと思

うんですが。 

○福祉健康課長（松本 大君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 松本福祉健康課長。 

○福祉健康課長（松本 大君） 児童センターという位置づけは特にしておりませんが、
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地域交流の施設として位置づけをしておりますので、児童生徒も集える場所として自由に

過ごしていただくということをコンセプトに施設改修をしておりますので、御理解いただ

きたいと思います。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君、よろしいですか。 

○８番（中川和子君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君。 

○８番（中川和子君） 南部に保育園・幼稚園がなくなって、拠点施設ができるのは大変

いいことですので、町民の皆さんが本当に集える場所に、それこそ字のごとく、子どもか

ら高齢者まで集える場所になっていくための改修が進んでいくことを希望しまして、一般

質問を終わります。 

○議長（伊藤律雄君） 一般質問が続いておりますが、ここで暫時休憩をします。時間は

１０時２０分より開会いたしますので、よろしくお願いいたします。 

                            午前１０時 ５分休憩   

                            午前１０時２０分再開   

○議長（伊藤律雄君） 休憩を解き、一般質問を行います。 

○教育課長（伊藤正典君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤教育課長。 

○教育課長（伊藤正典君） 先ほど鎌田鷹介議員の一般質問、運動部活動のあり方に関す

る総合的なガイドラインの中の再質問の答弁の中で、私のほうから平日の活動時間、２時

間程度、休日４時間程度ということで答弁させていただきましたが、正しくは、平日は２

時間以内、休日は３時間以内ということになっておりますので、訂正をさせていただきま

す。よろしくお願いします。 

○議長（伊藤律雄君） 鎌田鷹介君、よろしいですか。ありがとうございます。 

 引き続き、２番議席、伊藤厚紀君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いいたします。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長、２番。 

○議長（伊藤律雄君） ２番議席、伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） 皆様方、おはようございます。 

 随分空が高くなって、やっと秋らしくなってきました。 

 それでは、通告書に基づき、質問をさせていただきます。 

 拠点整備事業基本構想についてですけれども、第５次総合計画の観光、集客のための環

境整備の報告が先日ありましたが、まず、そのような施設はつくるのか、つくっていくの

か、もうつくらないのかということをお伺いしたいということと、採算が合って計画達成

の目的に向かっていくための代替案みたいなものというのがあるのかどうか。また、従来

の道の駅のような道の駅単体ではなくて、ほかの商業施設の併設をするといったような、
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そういう道を模索するような努力をしたのかということと、調査費を使って今までどおり

のものをつくりますという話であれば、赤字になるのはわかっていることではないでしょ

うか。このことについて、回答をお願いします。 

○議長（伊藤律雄君） ２番議席、伊藤厚紀君の質問に対し、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの２番議席、伊藤厚紀議員の拠点整備事業基

本構想についての質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 町の拠点整備事業基本構想につきましては、第５次の総合計画に掲げる観光・集客交流

のための環境整備及び町総合戦略に位置づける商業・観光・拠点整備事業の施策を具現化

するために昨年度に実施した業務でございまして、この結果につきましては、去る７月２

５日に開催されました町議会全員協議会で報告をさせていただいたところでございます。 

 この業務では、町の地域特性や課題から、当町における道の駅の規模や導入機能、運営

手法などを検証した上で、全国にある主要な道の駅の運営事業者に対し、民間事業者の参

入の可能性について、市場調査も実施いたしたところでございます。 

 この調査は、全国で道の駅を運営する代表的な運営事業者の中から当町で検討する運営

規模と同等程度で操業されている１０社に対して、当町における市場性、採算性、事業手

法、参入の可能性について調査したものでございまして、参入可能な条件などが提示され

た４社の回答をもとにまとめたものでございまして、単にトイレや情報提供施設だけの施

設ではなく、集客の見込める商業施設も併用した上で、操業に対する回答でございます。 

 この回答では、土地買収から施設整備、そして、維持管理、運営までの全てを事業者側

で行う回答はありませんでした。可能性があるとしても、年間５０万人以上の集客数を確

保することが前提条件でございまして、施設整備までを町が負担し、維持管理、運営を事

業者側が負担するというものでございます。この場合の町の負担は、初期投資で概算約３

億円余りとなり、さらに、将来の回収費用の負担も生ずる可能性もあるというものでござ

いました。 

 この調査結果から、民間の参入を前提とした場合でも、年間５０万人以上の集客数を確

保するだけの商品開発や初期投資費用、将来の修繕費用、そして、回収費用などの負担を

勘案いたした場合、現時点では、当町への財政負担が大きいと考え、実施の段階を検討す

るという報告をさせていただいた次第でございます。 

 町といたしましては、商業観光拠点整備事業の施策を実施するためにも、今後の集客効

果の期待できる商品開発や市場の情報収集、そして、運営事業者の発掘に努めてまいりた

いと考えているところでございます。 

 以上のことを申し上げ、伊藤厚紀議員の拠点整備事業基本構想についての御質問に対す

る御答弁とさせていただきます。よろしく御理解のほどをお願いいたします。 
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○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君、よろしいですか。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） ２番議席、伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） いわゆるスーパーであるとかドラッグストア併設というような形、

激安スーパーを呼び込んで、その一角にこういった機能を持たせるとか、そういった方向

とか、そういったものは検討されたのでしょうか。また、この調査はいつごろされたんで

しょうか。お答えいただいていますけれども、計画はもっと先からあったという認識でお

りますが、なぜ今ごろ調査をされたんでしょうか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 伊藤厚紀議員の再質問、それぞれ御質問をいただきましたが、基

本的なことは先ほど本答弁で申し上げましたし、そして、また、全協の中でも説明をさせ

ていただいたと承知いたしておりますが、具体的に個々の質問に対して、総務政策課長の

ほうから説明させていただきますので、よろしくお願いいたします。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 再質問いただきました、まず、１点目のスーパーやドラ

ッグストアなどを併設した機能を持たせたような道の駅などは検討したのかということで

ございますが、まず、今回、昨年度に行いました基本構想業務の市場調査、全国で道の駅

を展開します代表運営事業者、いわゆる東京、さらには北海道など、いろいろなところで

展開をされておるグループ企業、運営事業者さんのほうへ１０社に対して調査を行ったも

のでございます。 

 この調査を行っておる道の駅の中には、それぞれの中で成功事例としての運営を操業さ

れておる方々でございますので、もちろん中には場所によってはスーパーであったりとか、

コンビニとかも併設しながら成功されておる事例もある事業者さんでもございます。 

 そういった点を含めまして、アンケートを１０社にお願いして、回答をいただきました

４社の方のアンケート結果をもとにして、先般７月の全協において、その調査結果をまと

めたものを報告させていただきました。 

 報告内容は本答弁にありましたので、割愛させていただきます。 

 そして、２点目のこの計画自身は昨年ではない、もっと前の段階からあったのではない

か、なぜ今ごろになって市場調査をということでございますが、議員も御承知のとおり、

この計画自身は第５次総合計画の当初から集客施設の施策というのを盛り込ませていただ

いておりまして、その後、議員の方とも県内、そして、県外の道の駅も具体的には視察い

ただきました。 

 そして、町内においても各農業経営者の方々、そして、漁業の経営者の方々、そして、
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商工会の方々も含めて６次化への勉強会もずっと毎年続けてきたところです。そして、新

たな商業施設の食品開発、いわゆる６次化も含めた中で展開していかなければ、これら新

しい道の駅という中の集客が生まれないということは、各県内・県外の道の駅の視察をい

ただいた中でも、皆様も認識していただいたと思います。 

 したがいまして、私どもといたしましては、町内の中でまず御自分たちがみずからやろ

うという方の公募というか、御期待に添える方がみえなかったものですから、昨年度の段

階で、全国で展開される運営事業者の方に対するアンケートを実施して、その結果をまと

めたものでございます。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君、よろしいですか。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） 全国展開をされている１０社さんにお伺いして、４社から回答い

ただいたということですが、その１０社というのは道の駅を運営されている会社でよろし

いでしょうか。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 私どものこの調査については、道の駅を主体として運営

されている事業者さんとしての１０社をお願いさせていただきました。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） そうではなくて、道の駅単体というものではなくて、もう少し違

った視点で、例えばスーパー併設で、町の情報発信ができたり、地産地消ができたり、そ

ういった小さな建物でも結構ですし、コーナーをつくってもらうとか、そういったのも結

構かと思います。いわゆるそういうものを模索されたということはないというふうに理解

してよろしいでしょうか。あくまで道の駅にこだわってされるのか。これ、例えば民間企

業であれば、道の駅はこうこうこうでだめでしたと上司に言ったら、じゃ、採算が合うた

め、利益を生むためには、民間企業は利益追求型なので、どうやったらできるんだという

ふうに返ってきます。そういった案の模索というのはされたのでしょうか。 

○議長（伊藤律雄君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 本答弁にもありましたが、私どもが今回調査しておる道

の駅としての基本構想業務なんですけれども、そもそも道の駅というのは、議員がどのよ

うなイメージをされておるかわかりませんが、今は国のほうで進める道の駅、これを見に

行ってもらおうとしますと、単なる駐車場とトイレと、それから情報発信装置をつければ

いいというものではなしに、つけようとすると集客効果が集まる商業施設を具体的なもの

として展開しなければ、道の駅というものは認可がおりないという状況でございます。 
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 商業施設というのは多岐にわたります。ですから、今おっしゃったようなドラッグスト

アをされておるところがございますし、または普通のスーパーの入っておるところもござ

いますし、コンビニを併設しながら２４時間の操業を可能としておる場所もございます。

ですので、集客施設はこれでなければならないというようなこだわるものはございません。

国のほうでもあらゆる集客施設というのはそういう商業施設に限ったことでございますし、

また、そこの中でやはり人を呼び込もうとすれば、それぞれのやっぱり呼び込むだけのも

のの魅力のある商品づくりというものがないことには、なかなか、年間５０万人もの集客

を達成するようなことというのはできてこないのが事実です。 

 ですので、単なる今町内にございますような産直施設などをそこに建てるだけでは、な

かなか５０万人の集客力を集めるのは難しいと思いますので、今後、お話もさせてもらい

ましたように、決して断念するんじゃなしに、新たな商品開発を進めるとともに、そうい

ったスーパーであったりとか、ドラッグストアであったりとか、そういったものもみずか

らやりたいと言われるような方をこれからもいろいろと情報収集しながら、ターゲットを

絞っていきながら、そういったことが整った段階では、この構想業務のもっとさらに実施

の段階で進めていきたいというふうに考えています。 

 以上です。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君、よろしいですか。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） 道の駅という形に随分こだわっておられるような印象を受けるん

ですけれど、魅力ある商品とかというのは、町独自のものという、いろんなものがありま

すよね。お米だ、トマトだ、野菜だというのはあると思うんですけれども、ほかにもいろ

いろ情報発信ができて、お客さんが集まってというような形であれば、大々的な道の駅と

いうものじゃなくても、それこそ本当にスーパーやドラッグストア、大きな店舗に土地は

町が購入して、あとはこういう土地があるんですけれど、そういったものに利用できない

でしょうかという、探すといったようなことを今後もされていくのかどうか。 

 道の駅というのは検討で道の駅単体という話は無理だと思いますが、そういった形、い

わゆる補助をもらって道の駅というのはもう採算が合わないというような形の報告だった

というふうに感じておりますが、例えば町単体で土地を取得して、こういった場所がある

んですけれどということで企業誘致をして、そこに木曽岬の情報発信をしていくというよ

うなことは考えていないんでしょうか。 

○議長（伊藤律雄君） 総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 道の駅に決してこだわっておるわけじゃなく、道の駅は、

やはりこういった商業施設を計画しようとすると、やっぱりかなりの集客を集めないかん

ということになってきたときに、やはり沿道の交通量が多いところでの計画が一番望まし
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いのではないかと。そのときに用地の確保であったりとか、施設の対象と駐車場の確保を

するについても、国の補助を活用いただこうと思うと道の駅という名前をつける事業とい

うのは非常にメリットがあるということ。あえてそこにこだわっておるわけではございま

せんが、そういうことに対して、今１点お話をさせてもらいましたのが、そういう集客力

があった中での調査を行った後の結果です。 

 今、議員おっしゃるように道の駅にこだわらなくても、では、町内の中でどこか土地を

という話の中は、既に私ども、平成２１年に町内の中にスーパータチヤさんという企業さ

んを誘致させていただいております。この中にも、御存じであるかと思いますが、町内の

誘致する条件の中で、産直施設を置いていただくということで、産直施設のコーナーも併

設いただきながら今でも操業していただいています。 

 非常にこのことは私が申し上げるまでもなく、町内に限らず町外からも集客を集めてお

りまして、聞いた話では、タチヤの中でも、県内、県外を含めて今１４店舗で展開されて

おるんですが、この中盤ぐらいまでの売り上げまで伸ばしてきておるというような状況で

す。 

 したがいまして、道の駅とは違って、そういったような商業施設をまた新たに展開がで

きないかということも含めて、こういったことについては、タチヤさんは今ここで操業さ

れて、これから先また頑張ろうという意思表示も伺っておりますので、それ以外の方で新

たな企業展開ができるような方があれば、それはまた今後いろいろなことでできるという

こと、また、できる場所において一緒に計画を模索していきたいと考えています。 

 以上です。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君、よろしいですか。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） そうですね。タチヤさん、非常に好評で、土日なんかにもあそこ

ら辺が渋滞するような事態になっているぐらいお客さんが来ているような印象になります。 

 そういった企業に来てもらったり、移転してもらったりとか、そういうような形で、こ

れからも情報発信、こういったものがあります、ただし、地産地消の、それから木曽岬町

の情報発信になるようなことをしてくださいという条件をつけて、これからも計画達成の

ために探し続けていくという理解でよろしいでしょうか。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤総務政策課長。 

○総務政策課長（伊藤啓二君） 私どもの総合計画に定める拠点づくりといいますのは、

決して道の駅だけにこだわっておるもんではございません。そういった面も踏まえて、町

内のニーズに合わせた中で、企業さんもこれからも探究しながら計画を進めていきたいと

思います。 

 以上です。 
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○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君、よろしいですか。御理解できましたですか。 

○２番（伊藤厚紀君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） 重ねてのことになりますが、前回の報告というのは、できない理

由づけのための報告というような印象でいます。わかりますか。こうだからやると赤字に

なりますのでできませんというような報告という印象がありますので、今後、そういった

ことを進めていくのであれば、先ほど総務政策課長が言われましたが、こうだったらこう、

例えば民間委託でほかの企業に来てもらう場合とかいろんなパターン、先ほども申し上げ

ましたが、企業ならこういう形でできません、それだけだったら怒られます、採算が合う

ためには何をするかというような、じゃ、もっと企画を出せよというふうに言われてしま

いますので、また今後、そういったことをしていっていただきたいんですが、そういった

ことをしていく可能性はありますか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 先ほど来、伊藤厚紀議員さんから拠点整備事業にかかわるといい

ますか、道の駅ということでの議論があるようでございますが、道の駅そのものについて

のきちっとした理解といいますか、確認をしていただきたいなと思っております。 

 私ども、当初から申し上げておりますように、道の駅というのは１つの国が進めておる

事業に乗せれればそれにこしたことないということからなんですが、要は町に新たなにぎ

わいなり、活性化に向けた拠点をつくっていこうということが総合計画にも掲げておると

おりです。道の駅を１つとして、私どもが考えているようなことがそこにつくっていけな

いかということというふうに理解していただきたい。 

 ですから、今に始まったことじゃなしに、それこそ１０年ぐらい前からですか、それぞ

れの町内の団体、農協さんもしかりです、商工会さんもしかりです、それから、生産農家

の人たちもいろいろと呼びかけ、そして、産直の話やらございましたね。そういったこと

も勘案しながら皆さん方と勉強会をやったり検討会したりやってきましたけど、町内の皆

さん方が主体となってやっていこうという、なかなかそういった気運はそこにつくり出す

ことができなかったということで、やってもらえるんだったら出すよという程度では、こ

れは僕は成功しないだろうと思っております。こういった事業はやはり率先して自分たち

でやっていこうという、そういった気運がまずあった上でのことだと思っております。そ

れが１つ。 

 そして、今回調査をしてきたわけですけれども、厚紀議員おっしゃるように、いろんな

ことを組み合わせて考えられるものということです。全国でいろんな展開していただいて

おる業者さんですから、当然、道の駅というのは先ほど課長が言いましたように限られて

います。それはそれでいいんですが、それ以外のものを何とかやっていただけるような事
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業者がないだろうかということで調査をしてきたんですが、結局はやっぱり採算の問題だ

と思います。私どもは別にそれを理由に逃げるわけで、避けるわけでも、やめようとして

おるわけでもございません。何とか木曽岬に新たな活性化につながるような、発信できる

ような拠点を整備していきたいなということで考えておるわけでございますから、これか

らもそういったことについての調査や、どういいますか、活動は展開していきたいと思っ

ております。 

 やはり皆さんも同じ思いだと思いますし、私自身もそういう思いを持っておりますので、

もしそういったことについて積極的な情報提供がいただければ、また率先して当たってい

きたいなと思っておりますので、ぜひ議員さん方もこういうことについての情報を共有し

ながら、もしいい形のものがあればということでございますが、いずれにしれも、繰り返

しの話になりますけれども、今回の調査の中にも、先ほど報告させていただきましたけれ

ども、土地買収から、施設整備から、維持管理、運営まで、全て事業者側で行うというよ

うな回答はまずなかったです。ですから、受け皿づくりをやっておいてどうでしょうかと

いうことでも、それでも町の負担は非常に大きいですよ。そして、それでも採算性がなか

なか見出せないという業者側からの調査結果が出てきた、これでは今すぐやっていこうと

いうにはまだ不十分だと。 

 だから、より可能性を求めてさらに調査や研究をしていきたいと思っておりますので、

厚紀議員さんにももしいいお話があったら御提供いただいて、少しでも町民の皆さんに喜

んでいただける、そして、また、町の活性化につながるような事業展開を考えていきたい

と思っておりますので、御理解をお願いしたいと思っております。 

○議長（伊藤律雄君） 伊藤厚紀君に申し上げます。今の質問、よろしいですか。 

 伊藤厚紀君。 

○２番（伊藤厚紀君） 質問は以上です。 

○議長（伊藤律雄君） 続きまして、３番議席、加藤眞人君の質問を許します。 

 それでは、登壇の上、お願いいたします。 

○３番（加藤眞人君） 議長、３番。 

○議長（伊藤律雄君） ３番議席、加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） それでは、一般質問の通告書に従いまして質問をさせていただき

ます。 

 農業対策についてということで、質問事項を出させていただきました。 

 近年、農業を取り巻く現状は大変厳しいものがあります。本町においても同様でありま

す。農家の高齢化、後継者の減少、本町においても農家数も３００戸を割っています。ま

た、町内において施設園芸農家と稲作を中心とした兼業農家に二極化されているのが現状

でございます。 

 施設園芸を営む農家の一部では後継者が育っていると言われておりますが、また、逆に
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高齢化によりリタイアをされている方もみえています。稲作農家においては高齢化ととも

に後継者不足が現状であり、水田管理ができないのが現状であり、現在、稲作農家におい

ては、農用地利用集積制度と農地中間管理に委託している農家がふえているように思われ

ます。 

 しかしながら、稲作農家においては、委託することにより農地の保全はできるものの収

入自体の確保は得ることはできないのが現状であり、このような現状を見て後継者が育つ

とはとても思われません。中間管理、農地集積では、担い手業者さんの仕事はふえますけ

れども、農家にとっては土地保全という目的ではありますけれども、それによって生活の

基盤がつくられるわけでもありません。 

 こういった今の稲作農家の現実というか現状を見て、今後どのように後継者に対し、ま

た、高齢者に対し明るい話題を提供していかれるのか、お聞きしたいと思います。 

○議長（伊藤律雄君） ３番議席、加藤眞人君の質問に対し、町長、御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） それでは、ただいまの３番議席、加藤眞人議員の農業対策につい

ての御質問に対し、御答弁を申し上げます。 

 農家の高齢化や後継者不足、さらには地域の混住化など、これらが影響いたしまして、

集落機能の低下が進むことで、農地が持つ多面的機能の低下や耕作放棄地の増加などにつ

ながり、農地維持に支障を生じることにもなってまいりました。 

 当町では、農林業センサスによる平成１７年度農家戸数３５３戸、農業人口６０６人、

１０年後の平成２７年度では、農家戸数２６７戸、農業人口４１３人で、農家戸数では２

４％、農業人口では３２％の減少となっております。農家は、付加価値の高い施設園芸農

家と兼業農家に二極化されてきております。 

 こうした中、１つ目の御質問でございます。後継者不足、高齢化に対する今後の農業状

況についての対策はについてでございますが、これにつきましては、地域の営農戦略とし

て意欲のある若い後継者を中心といたしまして、平成２８年及び２９年度においてトマト

の安定的な生産及び出荷販売額の増加を目標に定めた産地パワーアップ計画に基づきまし

て、高軒高ハウス施設やロックウール栽培など、効率的な生産体制の強化によりまして収

益力の向上が図られておりまして、付加価値の高い施設園芸などを営む農家の一部で後継

者が育ってきておると思います。 

 今後とも、栽培技術の向上や新技術の導入などによりまして、安定的な生産、出荷及び

販売額の増加を図るなど、新たな取り組みなど、国の制度改革の動向を踏まえながら農業

経営を支援していきたいと考えております。 

 一方で、兼業農家で多い水稲、稲作については、農用地利用集積制度やら、あるいはま

た、農地中間管理機構制度を活用いたしました担い手さんへの農地の集積・集約化を推進
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し、農地利用の効率化や高度化の促進を図り、農業生産の向上を図ってまいりたいと考え

ております。 

 次に、２つ目の農家の所得向上が課題であるが、農地転用、有効利用に対する考え方に

ついてでございますが、農業生産の基盤である農地は、多面的な機能を有しておりまして、

将来にわたり限られた地域の貴重な資源でもございます。農地が無秩序に潰されて他の用

途に供されることのないように適正な土地利用を図り、優良農地を確保することにより農

業生産力を維持し、農業経営の向上や食料の安定供給の確保、さらには、美しい農村景観

を保全し、後世に継承していきたいと考えております。 

 以上のことを申し上げ、加藤眞人議員の農業対策についての御質問に対する御答弁とさ

せていただきます。御理解のほどをよろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） ３番議席、加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 農地保全とよく言われますけれども、現状、農地保全をするにも

高齢者が多くなり、後継者がいない中で、保全すること自体が大変厳しいものだと思いま

す。 

 そういう中で、生活を考えていく場合、やっぱり転用という有効利用をするような形を

農家自身は考えていかないと生活の基盤ができてこないと思うのです。その辺のところ、

どのような考えを持っておられますか。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君の再質問に御答弁願います。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 加藤眞人議員さんの、後継者が少なくなっていく、そして、また、

そういった中で農地の保全をどのようにされていくのかということだと思うんですが、私

自身も非常に心配をいたしておりまして、機会あるごとに関係機関、県庁だとか農林省だ

とか、そういったところでいろいろ議論させていただく中で、加藤議員がおっしゃるよう

なことについても、私自身も同じような考えを持っておりますが、やはり効率の高いとい

いますか、有効な農地については、基本的に中間管理機構にしろそれぞれの制度を活用し

て、大手の担い手さんたちに集約していっていただいてということが大きな１つの流れだ

と思います。 

 しかし、それ以外に残された効率の悪い農地はたくさんございますから、そういったと

ころについて、特に私は心配をしております。そこをどのようにこれから活用していくか

ということですが、おかげさんと木曽岬町の場合、区画整理されて効率の悪い農地がほと

んど、他の市町に比べればですよ、少ないと思っておりますだけに、ある程度のパーセン

テージで担い手の人たちに耕作、管理をしていただけるだろうと思っております。 
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 あとの非常に効率の悪いところについては、やはり真剣に行政としてもどういった活用

をして農地を守るのか、あるいは違った形での保全ということも加えて、これは、ただ、

地権者、農家の人たちの意向がやはり最優先でございますので、そこらの意向を踏まえて

考えていかないかんと思いまして、これは、一方では行政も大きな課題でございますが、

土地改良区、あるいはまた農業委員会、それぞれがそういったことについての考え方も連

携といいますか、あわせながら対応していく必要があるな、私は、特に農家の皆さん、そ

れから、その地域、集落の皆さんとの意思の共有といいますか、そういったことをまず図

っていく必要があるし、まず、意向をしっかりと確認していく必要があるなと思っており

ますので、またそういったことについて、これから率先して取り組んでいく必要があると

考えておりますので、具体的な私どもに政策的な案を持ち合わせておるわけではございま

せんけれども、そういった方向で農家の皆さんやそれぞれの皆さんと意向を共有しながら

進めていくということが、私自身、今考え得るところでございますので、御理解を賜りた

いと思っております。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 町長の考えは理解できますけれども、また、今、農地利用集積、

農地中間管理において、土地改良関係の経費などがかかってきます。今、比較した場合、

全面委託というのが条件というようなふうに聞いております。 

 全面委託であれば、当然そういう経費に対しても担い手さんが負っていくというのが私

からするとそういうものではないのでしょうかと思うんですが、その辺のところはどうな

んでしょうか。 

○産業課長（平松孝浩君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 産業課長。 

○産業課長（平松孝浩君） 経費に係る部分はどうかというような御質問だったと思いま

すが、こちらにつきましては、土地改良区につきましては賦課金をお支払いいただいてお

ります。これは経常賦課金や用水賦課金、あるいは排水賦課金というものがございますが、

これら１反当たりは合計すると７，２００円になります。これにプラス、税金というもの

もあると思います。こちらは詳細なところはこちらでは把握はしておりませんけれども、

それを合わせても１反当たり１万円以下でおさまるのではないかというふうに想定してお

ります。 

 それにかえて、例えば農地中間管理機構に預けられた場合は、１反当たり１万円という

ことが所有者に渡されるということになっております。そして、利用集積のほうでござい

ますが、こちらにつきましてはほとんどが１反１表というような形で所有者の方に物納で

渡されておりますので、１反１表であれば約１万４，０００円とか、そのぐらいの単価に
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なるのではないかなというふうに考えておりまして、こういった経費はそういったお金の

中で支出できるのではないかというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 中間管理の場合だと１万円、集積だと１表という、この金額が出

てくるわけですけれども、実際に土地を委託して面倒を見ていただいておるんですから、

お金を払うのは当然だとは思うんですけれども、このお金で税金、経費、全部を払うと農

地の維持をしているだけで、農家にとっての収益というのは全く生まれてこないわけです

わね。こんな言い方は失礼かと思いますけれども、担い手農家さんのほうは耕作して利益

が上がっただけは担い手農家さんが利益として計上できていくんですけれども、全面委託

という形であれば、経費というのは農地に対しての経費ですから、当然、担い手農家さん

の負担になっていくのが、普通っておかしいですけれども、それが普通じゃないかなと思

うんですが、その辺のお考えはどう思われていますか。 

○議長（伊藤律雄君） 答弁をよろしくお願いします。 

○産業課長（平松孝浩君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 産業課長。 

○産業課長（平松孝浩君） 先ほどの御質問でしっかり私が理解できない部分があったん

ですけれども、担い手の所得になっていくということの御質問だったと思うんですが、申

しわけありませんが、もう一度御質問をお願いしたいと思います。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 結局、田んぼを全部担い手さんに委託するわけです。そうすると、

お米を担い手さんがつくられるわけですけれども、その部分においては担い手さんの収益

という形になっていきますわね。全面委託してあって、担い手さんが耕作されるので担い

手さんがその収益をとられるのは理解はできます。 

 けれども、それに対して、水路経費とか土地改良経費というのは田んぼに対しての経費

だったら、当然田んぼについてその経費も乗っていくはずなんですわね。その辺の理解が

私もできないもんですから、その辺のところはどういうふうなのかなということでお聞き

しておるんですけれども。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 加藤眞人議員さんの担い手と農家との関係のことなんでございま

すが、基本的に当町では再生協の協議会を設けておりまして、そこで今の担い手の人たち、
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あるいは提供する農家側とのことについては、今おっしゃられた中間管理機構のほうでい

くと１万円、そして、利用権設定で行くと１反当たり１表と、こういったことも再生協の

中で担い手の人たちと各団体の人たちとの協議をしていただいて、今の金額をお決めいた

だくわけですから、他の市町ではそこまでのことまでの対応はされておらないと承知をし

ております。それだけ私どものほうは再生協の中で話し合いをしていただいて、今のよう

な制度を確立して進めていただいておるということで、その点、おっしゃることもよくわ

かりますが、少しでもそういったことで、地権者側か、そこに応分の利益があるように調

整を図っていただいておると、あるいは調整させていただいておるというふうに私は認識

しておりますので、あと、補足することがあったら、産業課長のほうから補足させていた

だきます。 

○産業課長（平松孝浩君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 平松産業課長。 

○産業課長（平松孝浩君） 先ほどの質問は、ありがとうございました。 

 町長の答弁のほうでもありましたように、こちらの単価につきましては、木曽岬町の地

域農業再生協議会という協議会がございます。こちらにつきましては、ＪＡであったり、

あるいは農業委員会、土地改良区、共済組合、こういった方々で組織する協議会でござい

ます。 

 そこの中で話し合われて、これからの農業についてどうしていくのか、この単価につい

てどうしていくのかというところを協議して決めさせていただいたというものでございま

すので、よろしくお願いいたします。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 協議会の中で協議をされておるということでございますけれども、

実際には、農家自体としては税金とか経費とかいろんなものを払った場合は、はっきり言

って持ち出しというような形で全く、土地は持っているものの、管理して赤字を出してい

るというのが稲作農家の現状だと思います。 

 それは協議会の中で話し合われていることですので、また、その辺についても今後の課

題として、農家に少しでも利益が出るような形を考えていただきたいと思います。 

 もう一点、農地の転用という、稲作農家からすればやっぱり農地をいかに利用して収益

を上げようかとするときに、農地転用というものはどうしても欠かせない。そういうとき

に、やっぱり農地の転用というのはハードルがすごく高いと思うんですね。それかといっ

て、やっぱり農家サイドは自分の安心できる生活を営もうとすれば、やっぱり転用を考え

なければ生活ができていかない、何らかの形で収入を得なければ稲作農家としては立ち行

かないと。その辺のところの難しさというのはどのような考えを持っておられますか。 
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○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） 加藤議員から、今の実情から御心配の御質問をいただいたところ

でございますが、基本的に私は、やはり行政もそうなんですが、生産団体、農協さんなり、

あるいは農家組合、ありますね、そういったところがやはり本当にこのままではいかんと

いうことで、近隣の市町、例えば愛知県側、あるいは岐阜県側にもありますけれども、１

つは、やはり農家の人たちの意識といいますか、それをまず共有する。そして、多分、担

い手の人たちの考えていらっしゃるのはもっと大々的な大規模な基盤整備を図って大型水

田農業といいますか、そういった体系がとれるような基盤にもう一回基盤整備をやってく

れということだと思います。 

 そして、大規模な区画にして効率をまず上げること、それから、もう一つは、お米だけ

じゃなしで、稲作だけじゃなしに他の品目を導入できるように基盤整備部と、それから排

水か、暗渠も含めてですけど、そういった排水能力を上げて圃場の条件をまずは私は改善

する必要があるだろうと。そして、米づくり以外の品目でも担い手の人たちが採算の合う

ような体系をつくっていくこと。そうすると、いわゆる１反１万円だとか、１表というの

がプラスアルファになってくるはずです。 

 そして、それを実践しておる地域なり農協さんなりというのは全国多々あるわけですか

ら、そこらを参考に、私どもとしては水田農業が大規模にできるような、そういった基盤

整備の改善を図っていく、これが行政と土地改良との大きな課題であるし、本当にそうい

ったことを心配なら、そういったことを取り組んでいこうという農家の人たちの気持ちが

ないことにはできませんから、そういったことを取り組んでいく、現実に周りがやってお

るわけですから、ですから、米以外で十分採算が合う品目がありますから、そういったも

のも取り入れてやっていくことによって、たとえ何万円でも地権者側の人たちの所得にも

なるというような取り組みをしていけたらいいがなと思っております。 

 ＪＡさん、今のみえきたさんになってからのお話では聞こえてこなかったんですが、く

わな農協さんの時代には、当時、組合長がそういったことをやっていこうとおっしゃって

みえたので非常に期待しておるんですが、やっぱり事業主体がそういう意欲を積極的に持

っていただかないとなかなかこれは実現できないと思うんですが、そんなことを言ってお

ってもいかんので、もしそういったお気持ちがある人たちが何人かあれば、地区を特定し

てそういった大規模な基盤整備から始めていくことが私はできるのではないかなと思って

おります。 

 そういった形でお預けした農家の人たちにも一定の収入、所得が生まれるような形がと

れるのではないかなと思っておりますので、もしそういった気概を持った農家の人たちや、

あるいは地区があったら、一度一緒になってそういったことについての検討をしたいなと

思っております。 
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 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 今、町長のほうから、集団化して担い手さんが管理しやすいよう

にというようなお言葉でございました。 

 担い手さんがなくては困りますけれども、やっぱり担い手さんの仕事はふえてはいきま

すけれども、農家サイドとしてはどうやって立ち行けばいい、立ち位置というのか、農業

を継続していけばいいのかということになってくると思うんですわ。その辺のところはど

う考えておられますか。 

○町長（加藤 隆君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤町長。 

○町長（加藤 隆君） ちょっと争点がといいますか、私のほうの理解がそれていたのか

なと思いますけれども、加藤眞人議員がおっしゃるのは、農地を転用してということを念

頭に置いた御発言なんでしょうか。 

 だとすれば、農地の転用、それから農地の保全、それぞれありますけれども、やはりそ

れはそれこそ地区での集落の中での調整ができるのかどうか、そして、また、農地転用と

いいますか、私の考え方は、やはり効率のいいところと効率の悪いところとの区分けをし

ていくことがまず必要ではないかなと思っておりますし、農地の転用ということになれば、

行政、そして土地改良区、そして農業委員会、それぞれの皆さん方、そして、集落ごとの

農家組合か、これらの皆さん方との大きな方針転換をしていかんならんと思いますので、

もしそういった方向を考えるとしても、転用して何が入ってくるか、私は今の町内の実情

を見ておりますと、非常に逆に危惧しております。 

 ですから、少しでも優良な農地として効率のいい農地管理ができるような方向を、私と

しては向けていきたいなと思っておりますけど、具体的個々に農地転用を積極的に推進し

ていくということについては、私は逆に慎重に考えております。それは、今の現在の町内

の実情が非常に心配だからでございます。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君。 

○３番（加藤眞人君） 農地転用で企業を誘致する、町長の今の木曽岬の現状から行くと、

いろいろ問題がある業者さんが多いというようなことで危惧されている部分があるとは思

いますが、今、農地以外のところで企業として入っているのは木曽岬干拓ぐらいで、実際

に木曽岬町内の中の農地の中では全く転用ができないような状態、転用することによって
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何かの産業も生まれるとは思うんです。やっぱりそういうことも考えていかないと、今の

稲作農家自体が生き残っていけないし、維持できていかないとは思うんですが、その辺の

ところはどんなような考えを持っておられますか。 

○議長（伊藤律雄君） 再質問に対して御答弁願います。 

○産業課長（平松孝浩君） 議長。 

○議長（伊藤律雄君） 平松産業課長。 

○産業課長（平松孝浩君） 先ほども町長答弁のほうにもありましたように、農地につき

ましては、やはり農地法、あるいは農振法によりまして、厳しく無秩序に農地が潰されな

いようにしていかないといけないというようなことになっております。 

 こういうことから、農地の土地利用につきましては、今後もこの法律に従いながら、し

っかりと計画を立てて整理していきたいというふうに考えております。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） 加藤眞人君、よろしいですか。 

○３番（加藤眞人君） ありがとうございました。 

 それじゃ、これで質問を終わらせていただきます。 

○議長（伊藤律雄君） 以上をもちまして、通告をいただいておりました一般質問は全て

終了しました。これにて一般質問を終わります。 

日程第 ２ 議案第３５号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）

について 

日程第 ３ 議案第３６号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正

予算（第１号）について 

日程第 ４ 議案第３７号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補

正予算（第１号）について 

日程第 ５ 議案第３８号 令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算

（第２号）について 

日程第 ６ 議案第３９号 木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第 ７ 議案第４０号 木曽岬町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制

定について 

日程第 ８ 議案第４１号 木曽岬町職員定数条例の一部を改正する条例の制定について 

日程第 ９ 議案第４２号 木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する

条例の制定について 

日程第１０ 議案第４３号 木曽岬町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定に

ついて 

日程第１１ 議案第４４号 木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営
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に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定につ

いて 

日程第１２ 議案第４５号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認

定について 

日程第１３ 議案第４６号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳

入歳出決算認定について 

日程第１４ 議案第４７号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１５ 議案第４８号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳

出決算認定について 

日程第１６ 議案第４９号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳

出決算認定について 

日程第１７ 議案第５０号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会

計歳入歳出決算認定について 

日程第１８ 議案第５１号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計

歳入歳出決算認定について 

日程第１９ 議案第５２号 平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定に

ついて 

○議長（伊藤律雄君） それでは、これより議事に入ります。 

 日程第２、議案第３５号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）

についてから日程第１９、議案第５２号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会

計決算認定についてまでの１８議案を一括上程し、これを議題といたします。 

 上程しました議会議件名を議会事務局長に朗読いたさせます。 

          〔職員朗読〕 

○議長（伊藤律雄君） ただいま議題としました議案につきましては、それぞれの常任委

員会に付託し、御審議をお願いして、各常任委員会から審査報告書が提出されております。

よって、それぞれの委員長の報告を求めます。 

 初めに、伊藤好博委員長より教育民生常任委員会の審査報告を求めます。 

 登壇の上、お願いいたします。 

○９番（伊藤好博君） 議長、９番。 

○議長（伊藤律雄君） ９番議席、伊藤好博委員長。 

○９番（伊藤好博君） それでは、教育民生常任委員会の報告をいたします。 

 去る９月１１日水曜日午前９時から委員６名の出席のもと、加藤町長を初め教育民生常

任委員会所管の執行部の同席を求め、委員会を開催いたしました。 

 令和元年第３回定例会において、本委員会に付託されました議案は、議件名を割愛しま
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すが、議案第３５号の所管部分、議案第３６号から議案第３８号の補正予算案４件、議案

第４３号及び議案第４４号の条例の一部改正、議案第４５号の所管部分、議案第４６号か

ら議案第４８号までの決算認定案４件の合わせて議案１０件であります。 

 付託されました１０件の議案について、加藤町長から議案の概要説明を受けた後、付託

議案の審査方法を諮り、各議案について１件ごとに執行部に詳細な内容の説明を求め議案

質疑を行い、全議案審議の後に、討論、採決も１件ごとに行うこととし、付託議案の審査

を進めました。 

 その審議内容や結果について御報告をいたします。 

 なお、付託議案の内容については、既にお聞きいただいておりますので、割愛させてい

ただきます。 

 まず、議案第３５号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）の

所管部分を議題として審議を行いました。 

 主な質疑として、歳入では、国庫補助金で地域生活支援事業補助金のシステム改修は消

費税増税に伴うものかとの質疑に対し、令和元年の消費税の改正に伴いまして、報酬の改

定、処遇の改善等の対応が必要になることから、システムの改修費ですとの答弁でした。 

 次に、保健衛生総務費では、時間外勤務手当の詳細説明と働き方に問題があるのではと

の質疑があり、障がい関係の電算入力、受給者台帳整理、２次審査のチェック作業の電算

入力、時間外単価２，６００円に１．２５を掛けて、平日３時間を４日、７カ月分を予定

しているとの答弁でした。 

 次に、小学校費で、トイレの改修について、設計の見直しの内容と工期についてはとの

質疑に対し、平成２７年度当時の積算の見直しと、２階、３階は、障がい者も利用しやす

くするため間口を広げ、それに伴いまして、２階、３階の和式トイレはなくする予定の設

計を変更しております。工期は、当初は夏休みを換算して６０日としていましたが、９０

日から１００日かかると思われるため、１１月発注を目指して設計の変更をしているとの

答弁でした。 

 次に、議案第３６号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計補正予算

（第１号）を議題として審議を行いました。 

 主な質疑としては、保険料の見込み額が８０８万５，０００円減額になった主な原因は

との質疑に対し、前年度繰越金と過年度県支出償還金を差し引いた差額分との答弁でした。 

 次に、議案第３７号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計補正予

算（第１号）を議題として審議を行いましたが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第３８号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計補正予算（第

２号）を議題として審議を行いました。 

 主な質疑として、第１号被保険者保険料で、特別徴収保険料が増額、普通徴収保険料が

減額となったが、当初予算で率はどのように見ていたのかとの質疑に対して、当初予算で
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は特別徴収９０％と普通徴収１０％の割合であったが、本算定による特別徴収保険料が９

５．８％、普通徴収保険料が４．２％となり、被保険者が当初２，０３４人から２，０１

４人となったために減額補正しているとの答弁でした。 

 次に、議案第４３号、木曽岬町立認定こども園条例の一部を改正する条例の制定につい

てを議題として審議しましたが、特に質疑はありませんでした。 

 次に、議案第４４号、木曽岬町特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関

する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題として審議しました。 

 主な質疑としては、第３条、一般原則の改正部分が子ども、保護者の経済的負担の軽減

について適切に配慮された内容とあり、無償化はうたわれていない。この文言だけを考え

ると、今後、無償化でなくなることもあり得るかとの質疑に対し、第３条の改正理由は、

特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営上の原則に保護者の経済的負担の軽減

への配慮を位置づけておりますので、無償化のこととは違いますとの答弁でした。 

 さらに、第１３条、利用者負担額等の受領での改正で、新たに副食費の負担が加わるこ

とで町民へのどのような影響が出てくるかとの質疑に対し、食事の提供は、現段階では国

の基準のとおり、３歳以上児については無償化され、３歳未満児については非課税世帯は

無償化との基準どおりの見直しをする。副食費の食事の提供以外で、今後、無償化ではな

く、幼児教育・保育の充実したよりよい環境整備を進めていきたいとの答弁でした。 

 次に、議案第４５号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定の

所管部分を議題として審議を行いました。 

 主な質疑としては、歳入では、雑入で、火葬場水道使用料で源緑地区からの収入はとの

質疑に対し、火葬場と源緑輪中地区の墓地には水道が１つしかないため、使用料の半分を

源緑地区より受けているとの答弁でした。 

 歳出では、小学校費、備品購入費のカラープリンターは何台購入したのか、用途はと、

振興費でパソコンリースは機器だけなのかとの質疑に対し、カラープリンターは１台購入

で、Ａ３までカラーコピーできるレーザープリンターのもの、パソコンリースは機器借上

料とメンテナンス料が含まれていますとの答弁でした。 

 さらに、小学校費、準要保護児童就学援助費の支給は何月かとの質疑に対し、支給月は

９月と２月とで、学校の必要経費を除いて手渡しで支給しているとの答弁でした。 

 次に、議案第４６号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町国民健康保険特別会計歳入歳

出決算認定を議題として審議を行いました。 

 質疑では、不納欠損するに当たり徴収努力はと、不納欠損の要因で出国者と行方不明者

の割合や滞納分の徴収を業者委託ではとの質疑に対し、臨戸訪問も強化して毎月末に行っ

ている。転出者は住所照会をしているが、遠方で行けないことが多い。不納欠損の割合は、

転出・行方不明２６件、出国２件、生活保護１件、死亡１件、業務委託については、税金

は県の回収機構へ委託できるが、料金はできない状況ですとの答弁でした。 
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 次に、議案第４７号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町後期高齢者医療特別会計歳入

歳出決算認定を議題として審議を行いました。 

 主な質疑では、普通徴収保険料未収額が昨年度よりかなりふえているが、その要因はと

の質疑に対し、年金で特別徴収している方が亡くなるとすぐに返せないため、その分が翌

年に繰り越されていくとの答弁でした。 

 次に、議案第４８号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町介護保険特別会計歳入歳出決

算認定を議題とし、審議を行いました。 

 質疑では、年度中５００万円の積み立てがあり、年度末には５，１００万円の基金残高

となっているが、平成３０年度の保険料は上がっているが、据え置いてもよかったのかと

の質疑に対し、介護保険制度の場合は、介護保険計画により３年間固定となっていますの

で御理解をいただきたいとの答弁でした。 

 なお、各議案の質疑を終え、１件ごとに討論を進めました。 

 議案に対する討論は、反対討論が、議案第３５号の所管部分、議案第３６号、議案第４

３号、議案第４４号、議案第４５号、議案第４６号、議案第４７号、議案第４８号に１件

ずつあり、それに対する賛成討論はありませんでした。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３５号の所管部分、議案第３６号から議案第３

８号の補正予算案４件、議案第４３号及び議案第４４号の条例の一部改正、議案第４５号

の所管部分、議案第４６号から議案第４８号までの決算認定４件の議案１０件を慎重に審

議いたしましたところ、議案第３７号及び議案第３８号の２議案は全員賛成で、あとの８

議案は賛成多数で、全議案ともおおむね妥当と認め、本委員会は原案のとおり可決するも

のと決定いたしました。 

 以上のとおり報告させていただきます。 

 令和元年９月１８日、教育民生常任委員長、伊藤好博。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） どうもありがとうございました。 

 教育民生常任委員の皆様、当日長時間にわたり慎重な審議をいただき、御苦労さまでし

た。 

 続いて、服部芙二夫委員長より総務建設常任委員会の審査報告を求めます。 

 登壇の上、お願いいたします。 

          〔「議長、委員会報告書がないんですけど、私」と呼ぶ者あり〕 

○議長（伊藤律雄君） 暫時休憩といたします。 

                            午前１１時４０分休憩   

                            午前１１時４３分再開   

○議長（伊藤律雄君） 休憩を解き、会議に戻します。 

○５番（服部芙二夫君） 議長、５番。 
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○議長（伊藤律雄君） ５番、服部芙二夫委員長。 

○５番（服部芙二夫君） それでは、総務建設常任委員会の御報告をいたします。 

 去る９月１３日金曜日午前９時から委員６名の出席のもと、加藤町長を初め総務建設常

任委員会所管の執行部の同席を求め、委員会を開催いたしました。 

 令和元年第３回定例会において本委員会に付託されました議案は、議案名は割愛いたし

ますが、議案第３５号の所管部分、議案第３９号から議案第４２号までの条例の一部改正、

議案第４５号の所管部分、議案第４９号から議案第５２号までの決算認定案件５件、合わ

せて議案１０件であります。 

 付託されました執行部提案の１０件の議案について、加藤町長から議案の概要説明を受

けた後、付託議案の審査方法をお諮りし、各議案について１件ごとに執行部に詳細な内容

の説明を求め議案質疑を行い、全議案審議の後に、討論、採決も１件ごとに行うこととし

て付託議案の審査を進めました。 

 その審議内容の結果について御報告させていただきます。 

 なお、付託議案の内容については既にお聞きいただいておりますので、割愛させていた

だきます。 

 まず、議案第３５号、令和元年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計補正予算（第２号）の

所管部分を議題として審議を行いました。 

 主な質疑としまして、歳出では、総務費、一般管理費で、ふるさと応援寄附金の返礼品

は何社で対応しているのかの質疑に対して、９社で町内の企業、農家、商店に協力してい

ただいているが、８月末時点で４，５００万の実績で、全体の８５％が木曽三川ウナギ、

２軒のメロン農家も新たに参加していただいているとの答弁がありました。 

 また、農林水産業費、農業振興費の備品購入費では、耕運機は何人で使用するのかとの

質疑に対し、ふれあい農園利用者１５名で使用するとの答弁がありました。 

 さらに、公債費では、繰り上げ償還できる案件はとの質疑に対し、繰り上げ償還可能借

り入れは９件、そのうち１．５％を超える高利率２件をこのたび税収による財源確保がで

きたために行うとの答弁がありました。 

 次に、議案第３９号、木曽岬町職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とし、審議を行いましたが、質疑はありませんでした。 

 次に、議案第４０号、木曽岬町職員の旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定に

ついてを議題とし、審議を行いましたが、質疑はありませんでした。 

 次に、議案第４１号、木曽岬町職員定数条例の一部を改正する条例の制定についてを議

題として審議しました。 

 主な質疑としまして、条例の誤りはいつどのような状態で今まで来たのかとの質疑に対

して、前回、平成２９年の改正で公平委員会事務局２名を削除したが、合計人数の修正が

できていなかったことが要因との答弁がありました。 
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 次に、議案第４２号、木曽岬町印鑑の登録及び証明に関する条例の一部を改正する条例

の制定についてを議題として審議を行いましたが、質疑はありませんでした。 

 次に、議案第４５号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町一般会計歳入歳出決算認定の

所管部分を議題として審議を行いました。 

 主な質疑としましては、歳入において、町税不納欠損の内訳や不納欠損に至るまでの経

緯はとの質疑があり、個人住民税では８件のうち３人が外国人、不納欠損は地方税法に基

づく手続として、所在の確認、財産の確認を随時しているが、債権の５年の時効が来てし

まうものとの答弁がありました。 

 歳出において、企画費、委託料、まち・ひと・しごと育成事業の成果についてとの質疑

に対し、地方創生事業として２年目である。事業の目的は住民主体で、行政はこの事業を

サポートしている。来場者についてはＳＮＳや町外のチラシの配布を行い、４割近くが町

外での方であり、事業目的である外部への発信という点では効果が出ていると思われると

の答弁がありました。 

 また、委託料が決算では当初より１，２００万円ほど減額となっているが大きな要因は

との質疑に対して、計画策定委託料が新たな拠点整備委託料として１，１８８万円当初で

計上していたが、構想業務までで約２５０万で落札された。実施設計までと考えていたが、

基本調査を行った上で実施設計という方針を変えたためというのが大きな要因と思われる

との答弁がありました。 

 あわせて、方針変更前までは何かの形でつくりたいと考えていたのか、また、実施設計

まで持っていくには具体的な業者があったのかとの質疑に対して、３０年度の段階で拠点

施設の建設まで行きたかった。具体的な事業運営者が手を挙げていることはない。当初の

段階では補助事業を活用しながらということから、実施設計を３０年度で、発注を令和元

年度というのが当初計画であったとの答弁がありました。 

 また、農地費、土地改良費において、地籍調査事業は全地区を調査する考えはとの質疑

に対し、最終的には木曽岬町全地区で行う予定との答弁でした。 

 次に、議案第４９号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町土地取得特別会計歳入歳出決

算認定を議題として審議を行いました。 

 主な質疑としては、財産調書の内訳はとの質疑に対して、土地一覧を後日提出するとの

答弁がありました。 

 次に、議案第５０号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町農業集落排水事業特別会計歳

入歳出決算認定を議題として審議を行いましたが、質疑はありませんでした。 

 次に、議案第５１号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町公共下水道事業特別会計歳入

歳出決算認定を議題として審議を行いましたが、質疑はありませんでした。 

 次に、議案第５２号、平成３０年度三重県桑名郡木曽岬町水道事業会計決算認定を議題

として審議を行いました。 
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 主な質疑としては、営業収益、給水収益が昨年より４００万円ほどふえていて、人口は

１００人ほど減っているが、今回ふえているのはどのように分析すればよいのかとの質疑

に対して、一般家庭からではなく、既存の企業の収益がふえている。ただ、毎年ふえるか

は不明ですとの答弁がありました。 

 各議案の質疑を終え、１件ごとに討論、採決を実施しました。 

 それぞれの議案における討論はありませんでした。 

 以上、本委員会に付託されました議案第３５号の所管部分、議案第３９号から議案第４

２号の条例の一部改正、議案第４５号の所管部分、議案第４９号から議案第５２号の議案

１０件を慎重に審議いたしましたところ、付託された全議案は挙手全員で、本委員会は全

議案とも妥当と認め、原案のとおり可決するものと決定いたしました。 

 以上のとおり御報告させていただきます。 

 令和元年９月１８日、総務建設常任委員会委員長、服部芙二夫。 

 以上でございます。 

○議長（伊藤律雄君） どうもありがとうございました。 

 総務建設常任委員会の皆様、当日長時間にわたり慎重な審議をいただき、御苦労さまで

した。 

 これより各常任委員会の委員長報告に対する質疑に入ります。 

 委員長の報告に対し、質疑のある方は発言ください。 

○８番（中川和子君） 議長、８番。 

○議長（伊藤律雄君） ８番、中川和子君。 

○８番（中川和子君） 確認ですが、まず、議案第３８号の２８ページの学校管理費のと

ころですが、トイレ改修のことが今回出ているわけですけれども、私が聞き間違えなら教

えていただきたいんですが、和式をどうすると言われたのでしょうか。 

 それから、議案の第３８号の介護保険特別会計補正予算ですが、主な質疑、１点は取り

上げていただいたんですが、一般会計繰入金のところの質疑が抜けていたと思うんですが、

そこの確認をお願いしたいと思います。 

 それから、議案第４４号の特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する

基準を定める条例の一部改正のところで……。 

○議長（伊藤律雄君） 中川和子君に申し上げます。 

 教育民生常任委員会は可決されておりますので、議案質疑はこの後ありますので、そこ

で質疑は求めたいと思います。 

○８番（中川和子君） だから、私はそこでは質疑ができなくて、今、委員長報告をされ

た中で、自分は委員会に出ていた、報告と整合しないところがあるので伺っているんです。 

○議長（伊藤律雄君） その委員会も可決しておりますので。 

○８番（中川和子君） 可決されているのはもちろん知っています。今の委員長報告の中
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で、私が聞いていたことと違うことがあるので確認をしたいんです。だめですか。 

○議長（伊藤律雄君） それは質疑で行います。 

○８番（中川和子君） だから、私はもう質疑はできないので、委員会に入っているので。

じゃ、そこで質疑を認めていただけるんですか。それなら、それでしますけど。 

          〔「それはできん」と呼ぶ者あり〕 

○８番（中川和子君） それはできないでしょう。だから、今、委員長報告に対しての質

疑をしているんですよ。 

○議長（伊藤律雄君） 何の質疑ですか。 

○８番（中川和子君） だから、今、言っているじゃないですか。じゃ、もう一度最初か

らいいですか。 

 議案第３５号の２８ページですが、トイレ改修のことが出ていて、今、委員長が和式を

どうするのかというのがはっきり聞き取れなかったので、和式をどうするかということの

確認と、それから、議案第３８号の……。 

○議長（伊藤律雄君） 中川さんに申し上げますが、委員会であなたは何遍でも委員長に

聞いていますよ。 

○８番（中川和子君） ですから、今、委員長報告の確認だと言っているじゃないですか。

今、委員会で質疑したことに対して私は質疑をしているんじゃないんですよ。 

          〔「それは議場ですることじゃないよ」と呼ぶ者あり〕 

○８番（中川和子君） そうですか。 

○議長（伊藤律雄君） これは委員長報告の質疑でございますので、これは質疑でござい

ませんので。 

 続けます。 

 ほかに質疑がないようですので、質疑を終結したいと思いますが、これ、異議ございま

せんですか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（伊藤律雄君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

日程第２０ 報告第４号 平成３０年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金不

足比率の報告について 

○議長（伊藤律雄君） 続きまして、日程第２０、報告第４号、平成３０年度決算に基づ

く木曽岬町健全化判断比率及び資金不足比率の報告についてを上程し、議題といたします。 

 ただいま議題としました報告案件につきましては、定例会初日に町長の提案理由説明と

執行部による詳細な説明を聞いていただき、御精読のことと存じます。 

 よって、これより報告案件の質疑に入ります。 

 それでは、報告第４号、平成３０年度決算に基づく木曽岬町健全化判断比率及び資金不

足比率の報告についての御質疑がある方は御発言をお願いします。 
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 質疑はございませんですか。 

          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（伊藤律雄君） 質疑がないようですので、質疑を終わりたいと思いますが、これ

に異議ございませんですか。 

          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 

○議長（伊藤律雄君） 異議なしと認め、質疑を終結します。 

 以上で、地方公共団体の財政の健全化に関する法律の第３条第１項及び第２２条の１項

に基づく議会への報告を終わります。 

 以上をもちまして、本日の議事日程は全て終了いたしました。 

 本日、これにて散会といたします。 

                            午後 ０時 ０分散会   

○議長（伊藤律雄君） 議員の皆さん方には慎重な審議、ありがとうございました。また、

加藤町長を初め執行部の方々には、大変御苦労さまでございました。なお、最終日は９月

２０日午前９時より再開されますので、御出席を賜りますようお願い申し上げ、御苦労さ

までございました。ありがとうございます。 


